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2019年3月14日のIASB会議のハイライト

• この会議の主要なハイライトは、IASBが集約レベルに関してのIFRS第17号の要求事項を維持することを決定したことである。

• IASBはIFRS第17号の経過措置に関する要求事項を修正し、企業がリスク軽減オプションをIFRS第17号の適用開始日(1/1/22)ではなく、
移行日(1/1/21)から将来に向かって適用し、移行時から適用されるヘッジ関係にあるVFA契約については公正価値アプローチが適用可
能であることを認めた。

• 保険カバーを提供する一部のクレジットカード契約は範囲から除外する。重大な保険リスクの移転を伴う貸付金に対する他の範囲除外に
関するいくつかの論点整理も承認された。

• 最後に、IASBは、これまでの暫定決定事項ならびに開示および経過措置の要求事項に係る他の影響から生じる開示の要求事項を修正
した。
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集約レベル ‐利害関係者の懸念、導入の課題およびスタッフの分析

• IFRS第17号は、企業が保険契約のグループを認識し測定することを要求しており、それらは以下により決定される。

a) 保険契約ポートフォリオを識別する。ポートフォリオは、類似したリスクに晒されていて一括して管理されている契約で構成される。

b) ポートフォリオを、最低限、以下の3つのグループ、すなわち 「収益性バケット」 に分割する。

• 当初認識時に不利である契約のグループ（もしあれば）

• 当初認識時において、その後に不利となる可能性が大きくない契約のグループ （もしあれば）

• ポートフォリオの中の残りの契約のグループ （もしあれば）

c) 収益性バケットを発行の時点が1年超離れてない契約のグループ、すなわち、年次コホートに分割する。

• 利害関係者が主に年次コホートの要求事項に懸念を持つのは、以下のように考えるためである。

• この要求事項は財務諸表利用者に有用な情報を提供するものではない。なぜなら、ポートフォリオを分割することは事業の業績を表してお

らず、リスクプールを正確に反映しないからである。

• 要求を実行することには大きな課題があり、便益がコストを上回らない。なぜなら、既存のシステムの大幅な回収が必要となるからである。

• 企業は、これらの要求事項を適用せずに同じ結果を達成することができる。

2－保険契約の集約レベル
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集約レベル ‐利害関係者の懸念、導入の課題およびスタッフの分析

• 一部の利害関係者は、以下のように、IFRS第17号を修正することを提案した。

a) 収益性バケットの数を削減するために「当初認識時において、その後に不利となる可能性が大きくない保険契約のグループ」

となる収益性バケットを廃止する。

b) 集約レベルの要求事項を置換えて、企業の内部管理をより正確に反映するアプローチを採用する。

c) 変動手数料契約、または保険契約者間で 「完全にリスクを共有する」 変動手数料契約について、年次コホートに係る要求事

項を廃止する。

• 一部の利害関係者は、表示目的に限り、より高いレベルでの集約を提案している。審議会は、これを2018年12月の会議で提案
することを暫定的に決定した。

審議会が、IFRS第17号の集約レベルの要求事項を変更なしに維持することに同意するか？

2－保険契約の集約レベル
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集約レベル ‐利害関係者の懸念、導入の課題およびスタッフの分析

2－保険契約の集約レベル

• 高すぎる集約レベルで保険契約を測定することにより、IASBが根本的に重要と考える以下の3種類の情報が不明瞭になる。

• 一定期間にわたる保険契約からの企業の利益のトレンド

• カバー起案の終了時までにすべての利益が認識されるような、収益性のある契約に係る利益の適時な認識

• 不利な契約に係る損失の適時な認識

• 収益性の変化を適時に認識することにより、情報の透明性が高まり、保険活動および長期的な財務安定性に関する投資家の理

解が向上する。

• IFRS第17号の要求事項は、審議会が許容できる形で、有用な情報の喪失と企業の実務上の負担のバランスがとられている。
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集約レベル ‐利害関係者の懸念、導入の課題およびスタッフの分析

2－保険契約の集約レベル

• 利害関係者が提案した修正に対する回答:

• 不利な契約のグループは、当初に収益性が期待される契約グループの事後的な見積りの変更から生じる可能性が高い。

• 当初認識時にすべての収益性のある契約についてバケットを1つだけにすると、事後的な見積りの変更から生じる一部の不利な契

約が、他の収益性のある契約に吸収される可能性が高まる。

• 事後的な見積りの変更によって年次コホート内の収益性のある契約のすべてが不利になる場合にのみ、損失が認識されることに

なる。

• 不利な契約の損失認識のタイミングが大幅に遅れる。

• IASBスタッフは、収益性のある契約を2つのバケットに区分する要求事項を削除する際に有用な情報が喪失されることを容認でき

ないと考えた。

1. 収益性バケットの数を削減するために「当初認識時において、その後に不利となる可能性が大きくない保険契約のグループ」
となる収益性バケットを廃止する。
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集約レベル ‐利害関係者の懸念、導入の課題およびスタッフの分析

2－保険契約の集約レベル

• 利害関係者が提案した修正に対する回答:

• IASBスタッフは、この提案により、グループが3つの収益性バケットのみとなり、期間を基礎としたコホートが存在しなくなる可能性

が高いという見解を示した。

• ポートフォリオに含まれる3つのバケットは、ポートフォリオの存続期間全体にわたって存続し、各バケットが、バケット内のすべての

契約の収益性を平均した契約上のサービス・マージンを有する。

• バケット内の契約の利益を平均することにより、次のような重要な影響が生じる可能性がある。

• 契約における契約上のサービス・マージンがカバー期間を超えて存続する可能性が高まる

• 事後的な不利の見積りの変更により一部の不利な契約が生じるが、他の継続して収益性のある契約に吸収される可能性が高まる

• IASBスタッフは、年次コホートの要求事項を廃止して、企業の内部管理をより正確に反映する集約レベルの要求事項にするという

利害関係者によって提案されたアプローチは、有用な情報が許容できないほど喪失されると考えた。

2.集約レベルの要求事項を置換えて、企業の内部管理をより正確に反映するアプローチを採用する。例えば、年次コホートの
要求事項を廃止する。



Deloitte IFRS Insurance webcast - 21 March© 2019. For information, contact Deloitte China and Deloitte Touche Tohmatsu LLC. 9

集約レベル - 利害関係者の懸念、導入の課題およびスタッフの分析

2－保険契約の集約レベル

• 利害関係者が提案した修正に対する回答:

• 発行の時点が1年超離れた、契約条件に記載された基礎となる資産のリターンを世代間で共有する変動手数料契約の2つのグ

ループの例

• 利害関係者は、年次コホートごとに契約上のサービス・マージンを別個に決定することは有用な情報を提供しないと考えた。利益

は、基礎となる項目のリターンを共有する結合後のグループから生じるとみなすべきである。

• 対照的に、IASBスタッフは、年次コホートの利益を区分しておくことにより、1つのグループのカバー期間を超えるまで利益の認識

が遅れること、および当該保険契約の一定期間にわたる企業の収益性のトレンドを不明瞭にすることを避けることができるという

見解を示した。

3. 変動手数料契約、または保険契約者間で 「完全にリスクを共有する」 変動手数料契約について、年次コホートに係る要求
事項を廃止する。

A B C D E

グループ1の
当初認識

グループ2認識前の
グループ1の再測定

グループ2の契約を発行した直後で、
IFRS第17号B67-B71項の適用前

グループ2の契約を発行した直後で、
IFRS第17号B67-B71の適用後

グループ2の契約直後で、
グループ1と2を結合した場合

グループ1 グループ1 グループ1 グループ2 グループ1 グループ2
FCF 9,567 11,734 10,828 15,761 11,734 14,855 26,589
CSM 433 531 1,437 (761) 531 145 676
保険契約 10,000 12,265 12,265 15,000 12,265 15,000 27,265
基礎となる項目 10,000 12,265 12,265 15,000 12,265 15,000 27,265
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集約レベル – 利害関係者の懸念、導入の課題およびスタッフの分析

2－保険契約の集約レベル

• 基礎となる項目の保険契約者の持分がすべての保険契約者の間で共有されているという事実は、保険会社がすべての契約から

等しい（平均的な）利益を受取ることを意味しない。

• IASBスタッフは、発行の時点が1年超離れた契約グループの間での世代間のリターンが生じる当事例において、年次コホートの要

求事項を廃止することは、許容できないほど情報が喪失されることになると考えた。

• 異なる時期に発行された契約の異なる収益性を平均することは、カバー期間を超えるまでグループの利益の一部の認識を繰り延

べることになり、企業の一定の期間にわたる収益性のトレンドに関する情報を喪失することになる。

続き:
3. 変動手数料契約、または保険契約者間で 「完全にリスクを共有する」 変動手数料契約について、年次コホートに係る要求
事項を廃止する。
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集約レベル – 利害関係者の懸念、導入の課題およびスタッフの分析

2－保険契約の集約レベル

• 審議会は、IFRS第17号の要求事項は、財務諸表作成者にとってのコストと財務諸表利用者にとっての有用な情報が適切にバラ

ンスしていると結論した。スタッフは結論は引き続き妥当と考えている。

• 審議会は、IFRS第17号に年次コホートの要求事項の例外として境界を設定することは、IFRS第17号の複雑性が増加し、その境

界がすべての状況において堅固で適切なものでなくなるリスクが生じると結論した。

• IASBスタッフは、情報の欠如により何年も前に発行された保険契約に対して経過措置を適用することが困難であるという利害関

係者の懸念は、公正価値アプローチを適用することにより対処できると期待しており、年次コホートの要求事項を適用しない選択

肢による救済が提供されている。

• スタッフは、要求事項に対する利害関係者の提案した変更のすべてについて、有用な情報、特に一定の期間にわたる企業の収

益性のトレンドについての情報の許容できない喪失をもたらすと考えた。

• その結果、スタッフは、IFRS第17号の集約レベルに関する要求事項を変更せずに維持することを審議会に提案した。

• 審議会は、集約レベルについてIFRS第17号の要求事項を変更せずに維持するというスタッフの提案に暫定的に同意することを
全員一致で決議した。
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• スタッフは、利害関係者の懸念に対応するため、2019年2月のIASB会議で暫定決定されたリスク軽減オプションの遡及適用の維

持を除いた、2つの可能性のある方法について検討した。

• 企業が、移行日においてIFRS第17号B116項の規準を満たすことに加えて、リスク軽減オプションを適用するためのリスク軽減関
係をIFRS第17号への移行日までに指定することを条件として、 リスク軽減オプションを将来に向かって適用することを認める 。

• 会計上のミスマッチが、表示される比較対象期間に解消し、一定期間にわたる比較可能性が実現する。

• リスク軽減オプションは、移行日ではなく、適用開始日から将来に向かって適用することができる。このアプローチは、すでに進行
中の導入プロセスを混乱させるものではない。

• IASBスタッフは、IFRS第17号の要求事項を修正し、企業が移行日から将来に向かってリスク軽減オプションを適用することを認め
ることを提案した。

• 審議会は、基準の修正に関するスタッフの提案に暫定的に同意することを全員一致で決議した。

経過措置:リスク軽減オプション

25－経過措置:リスク軽減オプション

審議会がIFRS第17号の要求事項を修正し、企業がIFRS第17号の移行日までにリスク軽減オプションを適用するためのリス
ク軽減関係を指定することを条件に、企業がリスク軽減オプションをIFRS第17号への移行日から将来に向かって適用するこ
とを認めることに同意するか。
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• 完全遡及アプローチを適用することが実務上不可能である契約グループに対して、企業は公正価値アプローチを適用することが
認められる。

• 公正価値アプローチを適用する場合、移行時における企業の資本および過去の期間からのリスク軽減活動に関連する将来の期
間にわたって認識される収益の歪みが存在しない。

• そのため、公正価値移行アプローチは、後知恵（hindsight）またはリスクの 「つまみ食い的に選択する」をしない方法で、利害関係
者の懸念に対応できる。しかしながら、IFRS第17号は、その使用を、完全遡及アプローチを適用することが実務上不可能である状
況に制限している。

• IASBスタッフは、IFRS第17号の要求事項を修正し、企業が、直接連動有配当保険契約グループにIFRS第17号を遡及適用するこ
とができる企業に対して、一定の状況において当該グループに公正価値移行アプローチの使用を認めることを審議会に提案した。

• 審議会は、当基準の修正に関するスタッフの提案に暫定的に同意することを全員一致で決議した。

審議会がIFRS第17号の要求事項を修正し、直接連動有配当保険契約のグループにIFRS第17号を遡及適用することができる企
業に対して、次の条件を満たす場合に、当該グループに公正価値移行アプローチを使用することを認めることに同意するか。

a) 当該グループにリスク軽減オプションを移行日から将来に向かって適用することを選択し、かつ、

b) 移行日前に、当該グループから生じた金融リスクを軽減するためにデリバティブ又は保有している再保険契約を利用していた。

経過措置:リスク軽減オプション

25－経過措置:リスク軽減オプション
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• IFRS第17号は、契約の発行企業の種類に関わらず、一部の例外を除いて、IFRS第17号で定義されるすべての保険契約に適用

される。

• 一部の利害関係者は、クレジットカード契約が保険リスクの移転が重要である場合にIFRS第4号およびIFRS第17号の保険契約の

定義を満たし、IFRS第17号により一部のクレジットカード契約を保険契約として会計処理しなければならないことを懸念している。

• 現在IFRS第9号を適用してクレジットカードのローンまたはローン・コミットメントを会計処理している企業は、IFRS第17号の発効時

に、これらの契約の会計処理を変更する必要がある。

• IASBスタッフは、企業が、保険契約とクレジットカード契約を2つの別個の契約として発行することを選択できることから、 記載され

た利害関係者の懸念は、クレジットカード契約を発行するすべての企業に関連するものではないことに留意した。

• 審議会は、当基準の修正に関するスタッフの提案に暫定的に同意することを全員一致で決議した。

保険カバーを提供するクレジットカード

審議会はIFRS第17号を修正し、当該基準書の範囲から、顧客との契約の価格設定において個々の顧客に関連した保険リスク
の評価を反映していない保険カバーを提供するクレジットカード契約を除外することに同意するか？

1-IFRS第17号の範囲|保険カバーを提供するクレジットカード
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経過措置:重大な保険リスクを移転する貸付金

1―IFRS第17号の範囲|保険リスクを移転する貸付金およびその他の信用供与

• 2019年2月の会議で、審議会は、IFRS第17号およびIFRS第9号の範囲を修正し、保険契約に該当するが、当該契約によって創出

される保険契約者の義務の決済に対してのみ保険カバーを提供するものについて、企業がIFRS第17号またはIFRS第9号のいず

れかを適用できるようにすることを暫定的に決定した。

• スタッフは、可能性のある移行シナリオの組み合わせに対して、2つの基準書が意図した通りに移行されることを確実にするため、

IFRS第17号およびIFRS第9号の両方に対する軽微な修正の長いリストを作成した。

• 企業がFRS第17号の使用を選択する
• 企業がIFRS第9号の使用を選択し、IFRS第17号とともに適用開始する
• 企業はIFRS第9号の使用を選択するが、IFRS第9号をIFRS第17号の適用前に適用している

• これらの軽微な変更のすべてについて、スタッフは詳細な修正案または現在の経過措置を維持する根拠を説明した。

• 審議会は、これらの項目のすべてに関するスタッフの提案に暫定的に同意することを全員一致で決議した。
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開示および経過措置に対する影響

スタッフは変更を提案しているか?

トピック 暫定的に決定された修正案 開示 経過措置

1. IFRS第17号
の範囲
(2019年2月)

IFRS第17号およびIFRS第9号の範囲

の修正のうち、保険契約であるが、当
該契約によって創出した保険契約者の
義務の決済のためにのみ保険カバーを
提供する契約に係る修正により、その
ような契約を発行する企業は、IFRS第
17号またはIFRS第9号のいずれかを

当該契約に適用して会計処理すること
ができる。

はい

いくつかの軽微な変更

はい

いくつかの軽微な変更

適用プロセスのなかで利害関係者が識別した懸念事項および適用上の課題に対して、審議会が暫定的に提案することを決定
した修正案は以下のとおりである:
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開示および経過措置に対する影響

スタッフは変更を提案しているか?

トピック 暫定的に決定された修正案 開示 経過措置

2.契約の境界外

の更新契約に係
る保険獲得キャッ
シュ・フロー
(2019年1月)

予想される更新契約に対して、
保険獲得キャッシュ・フローの
一部を保険契約の更新予定額
に対する保険契約キャッシュ・
フローの一部を配分する。

はい

スタッフは以下を提案した。

a) 保険契約グループの測定にまだ含めてい
ない保険獲得キャッシュ・フローによって
創出された資産の報告期間の期首現在と
期末現在および変動（具体的には、減損
損失または戻入れの認識）の調整表。

b) 獲得キャッシュ・フローが関連する保険契
約の認識時点においてその保険契約の測
定に含まれる時期の定量的開示（適切な
期間帯で）

いいえ

企業は、契約の境界外の
更新契約に係る保険獲得
キャッシュ・フローを、発行
した保険契約グループを認
識する前の当該グループ
に関連する他の保険獲得
キャッシュ・フローと同様の
方法で処理する。

適用プロセスのなかで利害関係者が識別した懸念事項および適用上の課題に対して、審議会が暫定的に提案することを決定し
た修正案は以下のとおりである:
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開示および経過措置に対する影響

適用プロセスのなかで利害関係者が識別した懸念事項および適用上の課題に対して、審議会が暫定的に提案することを決定
した修正案は以下のとおりである:

スタッフは変更を提案しているか?
トピック 暫定的に決定された修正案 開示 経過措置

3. CSM:一般モデル
のカバー単位
(2019年1月)

一部の一般モデルの契約にお
けるCSMの配分は、保険カ

バーと投資リターン・サービス
の両方を考慮して決定された
カバー単位に基づく。

はい

スタッフは、以下の修正を提案した。
• 報告期間の末日現在で残存しているCSM

の予想される純損益の認識の定量的開示
（適切な期間帯で）

• 保険カバーと投資関連サービスまたは投資
リターン・サービスで提供される便益の相対
的なウェイト付けの評価に対するアプロー
チの具体的な開示

いいえ

スタッフは影響を識
別していない。

4. CSM:VFAのカ
バー単位
(2018年6月)

直接連動有配当保険契約のカ
バー期間の定義は、企業が投
資関連サービスを提供する期
間を含むことを明確化する。
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開示および経過措置に対する影響

適用プロセスのなかで利害関係者が識別した懸念事項および適用上の課題に対して、審議会が暫定的に提案することを決定した
修正案は以下のとおりである:

スタッフは変更を提案しているか?

トピック 暫定的に決定された修正案 開示 経過措置

5. リスク軽減の例外
(2019年1月)

企業が保有している再保険契
約を使用して財務上のリスク
を軽減する場合のVFAにおけ
るリスク軽減の例外の適用

いいえ

当修正は、IFRS第17号B115項に

おける既存のリスク軽減の例外の
範囲を拡大する。

いいえ

6. 保有している再保

険契約ー基礎となる
保険契約が不利と
なる場合
(2019年1月)

保険者が当初認識時に基礎と
なる保険契約に係る損失を認
識する場合、保有している再
保険契約についても同時に比
例的に利得を認識する。

いいえ

IFRS第17号は、開示要求を保有す

る再保険契約の特性を反映するよ
うに修正することを要求している。

いいえ

IFRS第17号の修正案のドラフト時

に、スタッフは、保有している再保険
契約に関して、修正遡及アプローチ
（MRA）を適用する企業が使用でき

る特定の箇所の表現を修正する必
要があるかどうかを検討する。
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開示および経過措置に対する影響

適用プロセスのなかで利害関係者が識別した懸念事項および適用上の課題に対して、審議会が暫定的に提案することを決定し
た修正案は以下のとおりである:

スタッフは変更を提案しているか?

トピック 暫定的に決定された修正案 開示 経過措置

7. 財政状態計算書

における保険契約
の表示
(2018年12月)

財政状態計算書における保険
契約の資産および負債の表
示は、保険契約グループでは
なく保険契約ポートフォリオを
使用して決定する。

はい

スタッフは、公開草案においてIFRS第17号99項の結果
的修正の提案を見込んでおり、企業は、IFRS第17号
100項～105項において要求される調整表を開示する

際、それぞれの調整表において、期首現在と期末現在
の純額での帳簿価額を、資産である契約のポートフォリ
オ(グループではなく)の合計と負債である契約のポート
フォリオ(グループではなく)の合計に分けて表示する。
当該純額での帳簿価額はIFRS第17号78項を適用して
財政状態計算書に表示した金額と一致する。

いいえ
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開示および経過措置に対する影響

スタッフは変更を提案しているか?
トピック 暫定的に決定された修正案 開示 経過措置

8. IFRS第17号の
適用開始日
(2018年11月)

IFRS第17号の強制発効日を1
年延期して、IFRS第17号を
2022年1月1日以後開始する事

業年度に適用することを企業に
要求する。

いいえ

スタッフは、IAS第8号30項および31項には、まだ適用して
いない新しいIFRSの予想される影響に関する開示要求が
詳述されていることに留意している。IFRS第17号を早期適

用しない企業は、当開示をさらに１年間提供しなければな
らない。

いいえ

9. IFRS第9号適
用の一時的免除
(2018年11月)

IFRS第4号におけるIFRS第9
号の適用の一時的免除の固定
された期限満了日を修正して、
すべての企業が2022年1月1日
以後開始する事業年度にIFRS
第9号を適用することを要求す
る。

いいえ

スタッフは、IAS第39号の適用を継続している企業が、
IFRS第9号を適用している企業との財務諸表の利用者に
よる比較を可能とするために、IFRS第4号による追加開示
が要求されていることに留意している。
IFRS第9号の適用をさらに1年間延期する企業は、延期し
た期間を対象に当開示を提供することになる。

いいえ

適用プロセスのなかで利害関係者が識別した懸念事項および適用上の課題に対して、審議会が暫定的に提案することを決定した
修正案は以下のとおりである:
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適用プロセスのなかで利害関係者が識別した懸念事項および適用上の課題に対して、審議会が暫定的に提案することを決定し
た修正案は以下のとおりである:

• 審議会は、当基準の修正に関するスタッフの提案に暫定的に同意することを全員一致で決議した。

開示および経過措置に対する影響

スタッフは変更を提案しているか?

トピック 暫定的に決定された修正案 開示 経過措置

10-経過措置
(2019年2月)

保険契約が取得される前に発生した保険
金の決済に関連する負債の分類に対する
移行アプローチの特定修正の追加

いいえ

IFRS第17号115項により、企業は、す

でに、移行日現在の保険契約の測定
をどのように決定したかを説明しなけ
ればならない。

該当なし
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次のステップ

IASB

• IASBは、2019年4月8日から12日の週の会議で、整理論点について議論する。審議会は、審議会が暫定的に決定した修正のパッ
ケージを全体として検討する計画である。

• 次回のTRG会議は、2019年4月4日にロンドンのIASBオフィスで開催される。

• IASBのテクニカル・プランによると、IFRS第17号を修正するEDは2019年Q2の終わりまでに公表される。

• デュー・プロセス監督委員会は、公表されるEDにおける質問に回答するための短い コメント期間 (120日未満) に合意した。
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コンタクトの詳細

Francesco Nagari
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